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資料５－３

用語の定義等について（参考）

， ，用語の定義について 条文又は出典を示していないものは

法令用語研究会編・有斐閣法律用語辞典第２版を参照した。

特殊法人第１

１ 定義

法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設

立すべきものとされる法人（独立行政法人を除く （総務省設置法４条１５号）。）

２ 具体例

日本道路公団や日本放送協会など

３ 留意点

( ) 「行政改革大綱 （平成１２年１２月１日閣議決定）1 」

各特殊法人等 について，個別の事業の見直し及び組織形態の見直しの基（注１）

準に基づき，廃止，整理縮小・合理化，民営化，独立行政法人化等その事業及び組

織形態について講ずべき措置を内容とする「特殊法人等整理合理化計画」を策定す

る。

（注１）
「特殊法人等」には，認可法人が含まれる。以下，同じ。

( ) 「特殊法人等改革基本法」2
同法５条１項ア

特殊法人等改革推進本部は，この法律の施行後一年を目途として，基本理念に

のっとり，各特殊法人等について，その事業及び組織形態の在り方を抜本的に見

直し，その結果に基づき，特殊法人等整理合理化計画を定めなければならない。

同法５条２項（３号は省略）イ

特殊法人等整理合理化計画は，次に掲げる事項について定めるものとする。

廃止，整理縮小又は合理化，他の実施主体への移管その他各特殊法人等の事(ｱ)

業について講ずべき措置

廃止，民営化，独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三(ｲ)

号）第二条第一項に規定する独立行政法人のうち，同条第二項に規定する特定

独立行政法人以外のものをいう ）への移行その他各特殊法人等の組織形態に。

ついて講ずべき措置

( ) 「特殊法人等整理合理化計画 （平成１３年１２月１９日閣議決定）3 」

， ， ，廃止又は民営化できない事業であって 国の関与の必要性が高く 採算性が低く

業務実施における裁量の余地が認められる事業を行う法人は，事業の徹底した見直

しを行った上で，原則として，独立行政法人通則法及び個別法に基づく「独立行政

法人」化する。

新設等に関する総務省の審査が行われる（総務省設置法４条１５号 。( )4 ）

認可法人第２

１ 定義
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民間等の関係者が発起人となって自主的に設立する法人であるが，その業務の公共

性などの理由によって，設立については特別の法律に基づき主務大臣の認可が要件と

なっているもの

２ 具体例

日本赤十字社や国家公務員共済組合連合会など

３ 留意点

( ) 「行政改革大綱 （平成１２年１２月１日閣議決定）1 」

各特殊法人等について，個別の事業の見直し及び組織形態の見直しの基準に基づ

き，廃止，整理縮小・合理化，民営化，独立行政法人化等その事業及び組織形態に

ついて講ずべき措置を内容とする「特殊法人等整理合理化計画」を策定する。

( ) 「特殊法人等改革基本法」2
同法５条１項ア

特殊法人等改革推進本部は，この法律の施行後一年を目途として，基本理念に

のっとり，各特殊法人等について，その事業及び組織形態の在り方を抜本的に見

直し，その結果に基づき，特殊法人等整理合理化計画を定めなければならない。

同法５条２項（３号は省略）イ

特殊法人等整理合理化計画は，次に掲げる事項について定めるものとする。

廃止，整理縮小又は合理化，他の実施主体への移管その他各特殊法人等の事(ｱ)

業について講ずべき措置

廃止，民営化，独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三(ｲ)

号）第二条第一項に規定する独立行政法人のうち，同条第二項に規定する特定

独立行政法人以外のものをいう ）への移行その他各特殊法人等の組織形態に。

ついて講ずべき措置

( ) 「特殊法人等整理合理化計画 （平成１３年１２月１９日閣議決定）3 」

， ， ，廃止又は民営化できない事業であって 国の関与の必要性が高く 採算性が低く

業務実施における裁量の余地が認められる事業を行う法人は，事業の徹底した見直

しを行った上で，原則として，独立行政法人通則法及び個別法に基づく「独立行政

法人」化する。

指定法人第３

１ 定義

特別の法律に基づき，主務大臣の指定を受けて特定の公共的，公益的事業を実施す

（注２）る公益法人

公益法人（注２）
営利を目的とせず，祭祀，宗教，学術，技芸その他公益すなわち社会一般の

利益となる事業を行うことを目的とする法人
通常は，民法３４条の公益社団法人及び財団法人を指す。

２ 具体例

電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関や民事法律扶助法に基づ

く指定法人など

※ 行政事務代行型 民間活動活用講学上，前者のようなものを ，後者のようなものを

と分類することがある（塩野宏・行政法Ⅲ第２版８９頁を参照 。型 ）
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３ 留意点

( ) 「行政改革大綱 （平成１２年１２月１日閣議決定）1 」

国から公益法人が委託等，推薦等を受けて行っている検査・認定・資格付与等ア

の事務・事業

官民の役割分担及び規制改革の観点から厳しく見直した上で，今後とも国の関

与が必要とされるものについては，国自らが行い又は独立行政法人に行わせるこ

ととし，独立行政法人への事務移管その他所要の措置を講ずる。これ以外のもの

については，当該事務・事業に対する国の関与は廃止するなどの措置を講ずる。

国からの公益法人への補助金・委託費等イ

官民の役割分担の観点，限られた財政資金の効率的使用の観点，及び行政の説

明責任の確保と透明性の向上の観点から厳しく見直し，その縮減・合理化を進め

ることとする。

( ) 「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画 （平成１４年３月２９2 」

日閣議決定）

「行政改革大綱」を踏まえて検討を進め，集中改革期間に位置付けられる平成１

。７年度末までに行政委託型公益法人等 改革について取組む内容を決定した（ ）注３

行政委託型公益法人等（注３）
国から検査・認定・資格付与等の委託等，推薦等を受けている公益法

人及び国から補助金・委託費等を交付されている公益法人

( ) 「公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて （平成１４年３月２９日3 」

閣議決定）

公益法人（民法第３４条の規定により設立された法人）について指摘される諸問

題に適切に対処する観点から，公益法人制度について，関連制度（ＮＰＯ，中間法

人，公益信託，税制等）を含め抜本的かつ体系的な見直しを行う。

独立行政法人第４

１ 定義

国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な

， ，事務及び事業であって 国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち

民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体

に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的

として，独立行政法人通則法及び個別法の定めるところにより設立される法人（独立

行政法人通則法２条１項を参照）

独立行政法人には，次の類型がある。※

( ) 特定独立行政法人1
独立行政法人のうち，その業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ

著しい支障を及ぼすと認められるものその他当該独立行政法人の目的，業務の性質

等を総合的に勘案して，その役員及び職員に国家公務員の身分を与えることが必要

と認められるものとして個別法で定めるもの（同条２項）

( ) 特定独立行政法人以外の独立行政法人2
役員及び職員が国家公務員の身分を有しないもの（塩野宏・行政法Ⅲ第２版８１

頁，独立行政法人通則法６１条等を参照）
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２ 具体例

( ) 特定独立行政法人1
独立行政法人国立公文書館や独立行政法人大学入試センターなど

( ) 特定独立行政法人以外の独立行政法人2
独立行政法人日本貿易保険や独立行政法人教員研修センターなど

３ 留意点

( ) 「特殊法人等整理合理化計画 （平成１３年１２月１９日閣議決定）1 」

本計画により，現状で１６３の特殊法人等は大幅に整理され，共済組合４５法人

を除く１１８法人は，１７法人が廃止，４５法人が民営化等，３８法人が３６の独

立行政法人化されることになる。

新設等に関する総務省の審査が行われる（総務省設置法４条１４号 。( )2 ）

３条委員会（行政委員会）第５

１ 定義

委員会という名称の合議制の国の行政機関で，国家行政組織法３条により設置さ

（注４）れるもの

具体的には同法別表第一に掲げられている。

（注４）
同法８条に基づいて国の行政機関に置かれる諮問的，調査的な合議機関は，

審議会，調査会等の名称が付されるのが一般であるが，なかには内閣府の原子
力委員会，国土交通省の航空事故調査委員会等の例外もあり，これらと区別す
る意味で３条委員会という用語が用いられる。

２ 具体例

公正取引委員会や中央労働委員会など

３ 留意点

新設等に関する総務省の審査が行われる（総務省設置法４条１１号 。）

審議会等第６

１ 定義

調査審議，不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当

な事務をつかさどる合議制の機関（塩野宏・行政法Ⅲ第２版７１頁，国家行政組織法

８条，内閣府設置法３７条を参照）

２ 具体例

独立行政法人評価委員会や情報公開審査会など

３ 留意点

「 」（ ）( ) 審議会等の整理合理化に関する基本的計画 平成１１年４月２７日閣議決定1
審議会等の設置については，いたずらに審議会等を設置することを避けるなどの

指針によるものとされている。

新設等に関する総務省の審査が行われる（総務省設置法４条１１号 。( )2 ）


